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本研究は，基本高水の設定手法である確率主義が構築される過程と当時の設定手法を，日本で最初に確

率主義を採用した昭和29年白川改修計画を対象として明らかにするものである．これまで白川は日本の確

率主義の誕生を探るうえで重要な河川として認識されながらも，その歴史的事実は明らかにされてこなか

った．本研究では昭和29年に白川改修計画が立案されるまでに用いられた報告書及び議事録をもとに確率

主義萌芽期における基本高水が事業の実現性を考慮して設定されていたことを明らかにした． 
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1. はじめに 

 

近年，大規模治水事業をめぐって基本高水が度々議論

にのぼり，その設定方法を巡る一連の論争（基本高水論

争）は市民，行政，研究者を巻き込んだ一つの社会問題

へと発展している1)．基本高水とは治水計画の目標値で

あり，日本では降雨の年超過確率（200年，100年など）

に相当する降雨量を過去の降雨記録から推定し，流出解

析を用いて流量へと変換するという一連の手法が用いら

れている2)．この確率を用いた基本高水の設定方法を

「確率主義」と呼ぶ． 

「確率主義」が日本において正式に導入されたのは，

1958(昭和33)年に建設省（当時）によって発刊された河

川砂防技術基準（以下，技術基準）においてであり，そ

れ以前は，過去に発生した最大の洪水流量を基本高水と

して設定する「既往最大主義」が採られていた3)．技術

基準の策定以降，日本では計画規模（年超過確率）を

「河川の重要度」，「経済効果」，「既往洪水」の3つ

の指標を用いて設定することとされ，さらにそれまで計

画高水流量，計画対象流量などと様々な呼ばれ方をして

いた「基本高水」の名称及び定義が定められた4)．なお，

本論では技術基準策定以前の基本高水のことを「計画対

象流量」と呼ぶことにする． 

近年の基本高水論争の論点は，設定過程で用いられて

いる確率モデルや流出解析の妥当性に集約され科学論争

の様相を呈している5)．しかし現代の基本高水をめぐる

本質的問題は気候変動や人口変動といった環境的・社会

的変化を考慮して，如何に社会的に合意可能な基本高水

の設定手法を構築するかであると考える．そのためには

現在の基本高水の成立過程に関する歴史認識の共有が不

可欠であるものの，これまで基本高水の歴史に関するま

とまった研究は松浦6)に限られ，極めて脆弱な状況であ

る．中でも，現在の基本高水設定手法の前提となってい

る確率主義の成立過程に関する研究は皆無であるといっ

てよい． 

そこで本研究では確率主義が日本で初めて導入された

昭和29年白川改修計画を対象に，その導入過程と確率主

義萌芽期における基本高水設定手法を明らかにする．松

浦7)は，全国の河川の基本高水流量と既往最大流量の比

の変遷を整理し，その結果から確率主義が導入された当

時の基本高水が既往最大流量と比べ低く設定されている

ことを指摘した．中でも白川が「この時代の治水計画思

想を考える上で非常に興味深い」事例であると指摘して

いるものの，なぜ白川においてこのような特殊な手法が

行われたのか，その理由は明らかになっていない．長年，

白川は確率主義成立の過程と当初の思想を探る上で重要

な河川として認識されながらもその全貌は明らかにされ

てこなかった．  

以上より本研究では，昭和29年白川改修計画において

確率主義が導入されるまでの経緯を明らかにするととも

に，ここでの確率主義の手法を解明することを目的とす

る． 

 

2. 研究の手法 

 

本研究では昭和29年白川改修計画が立案されるまでに
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作成された報告書一式及び各種打合せや会議の議事録を

収集し，これらの資料の整理・分析を行った．表-1に入

手した主な報告書及び議事録を時系列で記す． 

また確率主義導入の背景にはその当時の社会的要請が

あったと考えられることから， 1953(昭和28)年西日本水

害発生から約1年間の白川関連の記事を地元紙である熊

本日日新聞（以下，熊日）から抽出・整理し，当時の社

会的背景を検証するための資料として用いた． 

この他に，当時の技術者が記した論考やオーラルヒス

トリー，そして改修史，河川行政史等の二次資料も参照

した．さらに，白川の流域及び洪水特性を把握するため

に，2度の現地調査と2012(平成24)年に発生した九州北部

豪雨の水害調査を実施した．  

 

表-1 主な収集資料一覧（時系列順） 

年月日 資料名

昭和28年8月 熊本県振興局「6.26特殊災害　白川水系被害概要並びに對策の構想」

昭和28年9月 建設省河川局「白川改修計画予算書」

昭和28年11月 九州地方建設局「白川改修計画書」

昭和28年12月31日 九州地方建設局「白川改修計画書」

昭和29年3月10日 九州地方建設局「直轄河川総体計画懸案事項」

昭和29年3月31日 九州地方建設局「白川改修計画参考資料（其の四）立案策定基本考想」

昭和29年6月 建設省九州地方建設局「白川改修計画の経緯」

昭和29年9月 建設省「白川河川計画書」

昭和29年10月 建設省「白川水系改修基本計画書」

昭和29年11月29日 建設省河川局「河川審議会2回総会　白川水計画改修基本計画　議事録要旨」

昭和29年12月17日 建設省「白川水系改修基本計画書」  

 

3. 昭和28年西日本水害と白川改修計画 

 

(1) 昭和28年西日本水害での白川の被害 

1945(昭和20)年9月に終戦直後の広島を襲った枕崎台風，

1947年9月に利根川が破堤して東京下町が水没したカス

リーン台風，そしてその翌年に関東・東北を襲ったアイ

オン台風など戦後約10年間に名だたる大規模台風が相次

いで上陸し，日本は水害多発期とも呼べる近代河川史に

おいて極めて特殊な時代を迎えた．この10年間の死者・

行方不明者数は12,456名にも上り，終戦から現在までの

水害による死者・行方不明者数の約4割がこの時期に生

じている9)． 

中でも1953(昭和28)年に停滞前線の影響で九州を中心

に発生し，1,013人もの死者を出した西日本水害は最悪

の水害の一つとして記憶されている． 

1953(昭和28)年6月26日，白川流域で未曾有の豪雨とな

り熊本観測所では時間雨量58mmを記録した．この豪雨

によって白川流域全体で河川の氾濫や土砂災害が多発し，

特に熊本市が位置する白川下流部は，地元で「ヨナ」

（写真-1）と呼ばれる上流阿蘇山地から流出した泥状の

土砂を大量に含んだ氾濫流によって一面泥の海と化した

（図-1）．白川流域では，死者・行方不明者422人，被

災者総数39万人，家屋浸水31,145戸，橋梁流出85橋（う

ち熊本市内の白川本川は14橋），被害総額241億円（当

時）という甚大な被害が発生した10)． 

 

(2) 昭和29年白川改修計画までの経緯 

西日本水害が発生した当時，白川は流域内に熊本市と

いう九州を代表する都市を抱えていたにもかかわらず地

方自治体が管理する準用河川であり，治水計画と呼べる

ものは存在しなかった． 

白川では，1910(明治43)年の第一次治水調査会で第二

期改修河川に指定され直轄河川として改修計画立案され

たが，この当時既に加藤清正が築堤した堤防を越えて堤

外地へも民家が進出しており，改修計画による移転に対

する地元の反対もあって計画は頓挫した．1921(大正10)

年にも臨時治水調査会で第二期治水計画として直轄工事

として改修が認められたが，国と地元の間で地元負担金

の折り合いがつかず実現されなかった ．その後，大き

な水害を見ることもなく，市街地はさらに拡大し，河川

への架橋がすすみ，橋の両岸には河川に張り付くように

人家が密集した．これにより白川下流域は流下能力も小

さく，洪水に対して極めてぜい弱な状態となっており，

 

図-1 白川流域と昭和 28年被害状況8) 

 

 

写真-1 平成 24年九州北部豪雨で発生した白川のヨナ 

（著者撮影） 
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洪水に対する危険性は内務省からも指摘されていた11)．

そして，この全く無防備な状態の白川を，昭和28年西日

本水害が襲った． 

西日本水害直後から，この被害を重く見た建設省は直

轄での改修計画立案に向けて動き出し，1954(昭和29)年

12月に開催された河川審議会第三回総会において白川改

修計画が決定された．この計画決定までの間に，少なく

とも3つの計画案が策定され，それぞれの計画案ごとに

異なった計画対象流量の設定方法が提案された．（表-

2） 

 

4. 白川改修計画と計画対象流量 

 

(1) 昭和28年11月九州地方建設局「白川改修計画書」 

西日本水害での被害を受けて，1953(昭和 28)年 11月に

建設省九州地方建設局によって最初の改修計画案である

「白川改修計画書」12)が策定された．本計画案での計画

対象流量の設定方法は次の通りである． 

 

 白川の今回の出水を算定するに当り，その痕跡により

勾配，断面積を算出し，流速を算出すには Manning 式を

用い，粗度係数は低水時の実測，他の既知河川との比較

等により推定し，3,300m3/sec なる結果を得た．この量は

勿論既往最高のものと思はれるが更に黒川合流点におけ

る洪水流量 18,000,000m3 が該地区改修の結果疎通すると

すれば更に 200m3/secの流量増加となつて現われる筈であ

る．これ等を加えて 3,500m3/sec となるが今回の出水は異

常のものであるので，余裕高を特殊護岸部分 60cm，土堤

部分 150cm のもとに上流白川黒川の改修は下流への流量

増加を抑制するように計画されるものとして，洪水流量

3,300m3/secを完全に流し得るよう計画した． 

 そして万一過大の出水を来たしたとしても成る可く安

全無害の地区に浸水せしめるよう上流取付部の堤防高を

加減した．13) 

 

 本計画案では今回の洪水量を 3,300m3/sと推定し，そし

て今後の上流部分の改修によって今回の氾濫分が下流へ

と流下することを想定すると，下流側の流量は 3,500m3/s

になると推定された．既往最大主義の立場からすれば，

本来，この 3,500m3/sをそのまま計画対象流量として採用

することになるが，本計画案ではその量を「異常」であ

るとして，上流部分の堤防高を低く設定することで下流

側の流量の増加を抑制し，計画対象流量を 3,300m3/sにす

ることが提案された．つまり，計画対象流量の設定の段

階で超過洪水に対する上流部での計画的な氾濫を考慮し，

下流側の計画対象流量の意図的な低減を検討したことが

分かる．現在のような計画対象流量を決定してから具体

的な治水対策を検討する計画の流れとは異なり，ある程

度具体的な治水対策を考慮した上で計画対象流量が設定

されていたことが分かる． 

 また，本計画案の中では，確率を用いた計画対象流量

の設定手法が検討されている．しかし，「確率洪水の考

慮は現状において，降雨量に頼るより他なく，その推定

に未知の要素が多いのと，他河川洪水流量の増加の経緯

を見るに，或は周期的と推定されるものもあるし，又流

域の氾濫面積に影響されること多く必ずしも確率的に変

化しない」として，この「思想を採用しない」ことにな

った． 

 そしてこの計画高水流量 3,300m3/s に対して，3 つの改

修案が提案された． 

 第 1案は現況河道を掘削・引堤してするもので，河幅

は熊本市内において現況 53m～82mから 150～170mまで

拡幅し，上流子飼橋から下流豊肥線鉄道橋までの区間は

特殊堤，それより下流を土堤とする計画であった．特殊

堤は石材によって堤体の周囲を覆う構造を有し（図-2），

本計画において越水を想定していたことを意味している． 

 第 2案は市街地の特殊堤区間については掘削し低水路

以外はコンクリート河床として流下能力の向上を図もの

で，熊本市街地での川幅が 100m～130mとなり第 1案と

比べて小規模な断面となる． 

 第 3案は，第 2案と同河道で河幅も現況を維持したま

ま，計画対象流量に対して不足する約 1,200m3/sを改修区

間上流から左岸に向けて放水路を掘削し，豊肥線鉄道橋

下流側で本流に合流させるものであった．本計画案では

放水路の経路についての図面はなく放水路幅 100m と記

されるに留まっている． 

表-2 白川改修計画における計画内容と事業費 

策定年月日 計画名 担当部局 計画高水流量設定法
計画高水流量

(m3/s)

余裕高
(m)

市街地区間対策案
白川下流事業費

(百万円)

1.    川巾拡張 11,700

2.    河床コンクリート張り 11,000

3.    放水路(1,200m3/s) 11,400

1.    引堤＋特殊堤防 9,900

2.    掘削＋河床コンクリート張り 9,900

3-1. 第2案＋大江町放水路案 9,500-11,700

3-2. 第2案＋水前寺放水路案 9,600-11,700

1954年9月 白川河川計画書 建設省 確率手法 (1/80) 2,500 1.2 特殊堤防 6,000

1953年12月31日 白川改修計画書 九州地方建設局 上記推定流量＋土砂含有量 2,700
特殊堤：1.2
   土堤：1.5

1953年11月 白川改修計画書 九州地方建設局
1. 洪水痕跡からの推定
2．雨量からの推定

2,800
特殊堤：0.6
   土堤：1.5
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それぞれの改修案の工費は，第 1案が 117億と最も

高く，次いで放水路案である第 3 案，そしてコンク

リート河床案の第 2案が 110億円と最も低い（表-2）． 

 

 

図-2 特殊堤（第 2種）標準横断図14) 

 

(2) 昭和 28年 12月九州地方建設局「白川改修計画書」
15) 

 最初の改修計画案から約 1カ月後の同年 12月 31日，

九州地方建設局は再び改修計画案を策定した．本計画案

では，前回の計画対象流量の考え方とはまた異なる方法

が採られた．出水量については前回案と同じく

「3,300m3/sec なる結果を得」，そして前回と同様黒川合

流地点の改修が進めば「更に 200m3/sec の流量増加とな

つて現われる筈である」とし 3500m3/sと推定した．そし

て前計画案では上流部の計画的氾濫によって計画対象流

量を 3,300m3/sに低減する計画案であったが，ここでは新

たな考え方が持ち込まれた． 

 

 本計画をたてるに当っては将来上流白川及び黒川に於

て砂防工事を行うことにより流出土砂を軽減することに

期待をかけこの量を約 5%程度とみなして今回の出水量に

対して 3,100m3/sec を計画の対象とした．而して計画洪水

量は 2,700m3/sec と定め，之に対して特殊堤防で 1.2m，

土堤部分で 1.5mの余裕高をとり，上流白川及び黒川の改

修は下流への流量増加を抑制するように計画されるもの

として，さきに考えた 3,100m3/sec の異常出水に対しても

計画の洪水位から 50cm 程度の水位上昇を以って安全に

流し得るように計画した．そして万一過大の出水を来た

したとしても比較的安全無害の地区に浸水させるように

上流取付部の堤防高を加減した．16) 

 

 白川流域の洪水の特徴として，洪水流にヨナと呼ばれ

る阿蘇山地から流出する大量の土砂が含まれる．昭和

28年洪水でのヨナの含有率は 10%程度と推定された．そ

のため本計画案では，今後阿蘇山地からの土砂流出が抑

制されることで土砂含有量が 5%程度まで低減されると

考えた．そして土砂含有量の低減による流速の変化も考

慮して，前計画案より 400m3/s 少ない 2700m3/s が計画対

象流量として設定された．本計画案でも前計画案と同様

具体的な今後の治水対策を考慮または期待して計画対象

流量が設定されている．この点で，本計画案も観測値を

そのまま用いる既往最大主義とは異なる思想を有してい

る．そして今回発生した 3100m3/は「異常出水」である

ものの安全上無視することは出来ないので，既往最大流

量は余裕高に食い込ませて安全に流下させる計画とした．

この余裕高を用いた洪水処理を考慮した計画案について，

当時河川局治水課で白川改修計画に携わった渡邉隆二は

次のように回想している． 

 

例えば一〇〇年洪水などでやっても一三〇年が来たとき

には今度はえらい目に遭うのだね，堤防を高くしてしま

ったら．今度越したときにすごく人が死ぬような騒ぎに

なってしまうからね．だから，そういう意味ではむしろ

あまり高い堤防はつくらない方がいい．高い堤防をつく

らなくということになれば，やはり計画高水流量か余裕

高を抑えるしかないのですね．だからあまり高くしない

方がいいだろうというのが，私だけではなくて小畑さん

もそうだったし，九州地建全体もそうだったのだと思い

ます．18) 

 

 

 

図-3 放水路平面図17) 
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 河巾を拡げることが出来ない場合，堤防を高くすれば

既往最大流量を流すことが可能であったが，破堤時の被

害の拡大を考慮して出来る限り堤防を高くしない案を採

用したことが分かる．そして同じく当時河川局にいた小

林泰は，余裕高について「計画高水流量の不確定から，

堤防には必ず余裕高を計画異常に一米から二米とってあ

る．日本の河川は流量の変化が多いように，土砂による

河床の変化もまた多いので，一般に外国の例よりは余裕

高は多い計画にしてあるのである」19)と，当時において

は計画対象流量のもつ不確実性も余裕高を考慮する理由

の一つと考えられていた．余裕高に対する現在とは異な

った解釈が存在したことが伺える． 

 そして，異常洪水への対応としては余裕高以外にも上

流部での計画的氾濫が考慮され，上流堤防を低く設定す

ることで計画対象流量以上の洪水が発生した場合は「比

較的安全無害の地区に浸水させる」20)ことが考案された．

また，確率を用いた計画対象流量の設定方法については，

本計画案でも前計画案と同様の理由で採用されなかった． 

本計画案における改修案としては，前計画案と同様 3

つの案が出されたが，計画対象流量が 2,700m3/sに減った

ことで，河幅，工費共に大幅に減少した（表-2）．また，

第 3案の放水路案については，その経路を含めより具体

的な 2つの経路案が提案された21)（図-3）． 

 

(3) 昭和29年9月建設省「白川河川計画書」 

 1954(昭和 29)年 9 月，建設省河川局は後述する引き渡

し会議での決定事項を踏まえ，新たに「白川河川計画

書」を策定した．そして，本計画案では確率を用いた計

画対象流量の設定方法を前面に押し出し，大幅な計画対

象流量の削減が行われた．その内容は次の通りである． 

 

 昭和 28年 6月の洪水による出水量は洪水痕跡，又は雨

量等から推定して， 

黒川 1,130m3/sec （永水村赤瀬橋直上） 

白川（支川） 1,320m3/sec （長湯村 栃木） 

白川（本川） 3,300m3/sec （龍田村龍田口） 

となり，その超過確率は概ね1/300とみなされる． 

 この流量は洪水の時間的分布，水源の，特に南郷谷各

支川の山崩れによる，河谷の埋塞と決潰による出水量の

増大等によつて最悪の條件下にあつたと見られる． 

 黒川の一部は現在熊本県に於て中小河川として改修を

実施しているが，その計画量は 768 m3/sec で，その超過

確率は1/14である． 

 白川下流の計画もこれと同様な考えから，今次洪水は

あくまで異常のものであるとして大体 1/80 位の確率で計

画流量を決定する事にした． 

 之から超過確率 1/80 の流量を 2,500 m3/sec と決定し，

之を白川下流部改修の計画対象流量とした．22) 

 

 本計画では，まず今回の洪水規模を年超過確率で 300

年と推定した．この推定には上流阿蘇地域に位置する宮

地雨量観測所における年最大日雨量 44 年分が用いられ

た．本計画では，今回の年超過確率 300 年の洪水が時間

分布そして上流部の被災状況からみて「異常のもの」で

あったこと，そして当時の黒川の安全度が年超過確率

14 年であることを考慮して白川では年超過確率 80 年程

度が適切であるとされ，確率紙を用いて 80 年規模の雨

量が 283mm/日と推定された．現在であれば，この後流

出解析により雨量から流量へと変換するが，当時は流出

解析が未発達であったことから図-4に示すように昭和 28

年洪水と 1954(昭和 29)年 6月 30日に発生した洪水の 2洪

水から熊本市内流量と宮地観測雨量の関係を推定し雨量

から流量へと変換された．その結果，283mm/日相当の流

量が 2,500m3/s となり，この 2,500m3/s が計画対象流量と

して設定された．最初の計画案である昭和 28 年 11 月

「白川改修計画書」から 800m3/s 引き下げられたことに

なる． 

そして，この計画対象流量に対して以下のような計画

が立案された． 

 

・豊肥線鉄橋より上流 14.4km に至る市街地区間は用地

を削減する特殊堤とする 

・豊肥線鉄橋より下流から河口までは土堤とする 

・堤防余裕高は 1.2mとする 

・河口に延長約 1,500 の導流堤を両岸出し，その高さは

計画高水位までとする 

・断面決定の為の粗度係数は，特殊堤部分を 0.03，下流

土堤部分を低水路部 0.025，高水敷を 0.03とする24) 

 

 前計画案まで存在した放水路案は「工費が大きいこ

と」，「用地取得が困難なこと」，「放水路完成まで資

金が固定されること」， 「新たな放水路という構造物

熊
本

市
内

流
量

（
m

3
/s

)

宮地日雨量（mm）

昭和28.6.26
3,300 

740  昭和29.6.30

115 342

砂防事業未完の場合

砂防完成の場合

2,500

283

 

図-4 宮地日雨量と熊本市内流量の関係図23) 
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を作ることで維持管理が困難になること」，「放水路の

実現性の欠如」との理由とともに本計画では採用が見送

られた25)．そして本川のコンクリート河床案については，

その利点は認めつつも，他に例を見ない工事であったた

め構造的に不安があったこと，粗度係数と流下の状態が

推計出来なったこと，そして将来の維持管理が難しいこ

とを理由に同じく採用が見送られた．また，白川橋付近

の屈曲部に捷水路を掘削する案もあったが，大きな効果

が期待できないことや放水路案同様に用地の取得が困難

なことから断念された． 

 

5. 昭和29年白川改修計画への確率主義導入の背景 

  

(1) 川幅拡幅への反発 

以上のように白川改修計画の立案過程では，最初の計

画案策定後2度の計画対象流量の引下げが行われ，最終

的には確率による計画対象流量の設定手法が導入された．

この背景には改修計画に対する地元からの反発があった

ことが，当時の新聞記事の分析から浮かび上がってくる． 

水害発生直後から白川での改修計画の立案，そして適

切な計画対象流量の設定の必要性が紙面でも大きく取り

上げられ，改修計画並びに計画対象流量は地元の高い関

心を集めていた．水害直後の1953(昭和28)年9月16日に開

催された熊本市議会では林市長（当時）から，建設省案

の川幅の拡幅案について「現在の三倍二百五十メート

ル」26との川幅の具体的な数字が公表され，議員から

「速やかに本省に対して折衝を開始すべき」27)との反論

が噴出し本省との折衝が行われた．さらに同年12月7日

には，河川拡張により移転が予想される世安地区，本山

地区，迎町地区の住民約2,000名が「白川改良計画変更方

陳情書」を県に提出し，代表約15名が県土木部長と会談

する事態となった28)．川幅拡幅に関する記事は当時の記

事にたびたび登場する29) 30)． 

 この反対運動には，終戦直後の混迷という特殊な時代

的背景もあったことが伺える．そのことを伝える記事を

1954(昭和 29)年1月9日付の記事にみることができる． 

 

 問題は該当地の居住者がいずれも零細な企業者で実費

的な居住者だけでも約二千五百人，さらに従業者とその

家族を加えれば約六千人という数字に上り，移転即生活

権の喪失という社会的重要な要素を含むものだけに，法

規一点ばりでゆかぬところにこの事業の困難性があるわ

けである．（中略） ▽木村×，黒川×氏（辛島市場××

居住）の話（筆者注：×は印刷不鮮明） 本年が都市整

備計画の完成年度に当つていることは十分知つている．

われわれも市民である以上，市の飛躍発展のために協力

しなければならぬことは当然のことだ．すでに市当局か

ら昨年移転勧告もあり，移転に備えて積立貯金なども行

つてきたが，営業状態はいずこも同じと思うが，なかな

か計画通りに運ばぬありさまだ．ここに仮建を建てたの

はさる二十一年，もちろん法的手続もなく無届けだつた．

現在と当時では事情も違うが，われわれ引揚，復員，戦

災者に対する政府の措置は投げやりで全く路頭に迷うあ

りさまだつた．近代都市美形成のために緑地帯も必要で

しょう．しかしそのために数千人の人が生活権を奪われ

てよいものでしょうか．われわれは移転しないというの

ではない．31) 

 

 当時の白川沿川には，戦後引揚者が多く居を構えてい

た．図-5 に熊本市の人口の推移を示す．第二次大戦の開

戦後，熊本市の人口は一度 10 万人程度減少する．しか

し，終戦と同時に各地からの引揚者が流入することで一

気に戦前まで回復した．引揚者の多くは元の土地に戻っ

たが，中には土地を追われものもいた．このような人々

は空襲で焼け野原になって所有者が不明になった土地，

そして元来公共の土地である川沿いに居を構えた．これ

らの住居はもちろん法的手続きを経ていないものであり，

強制撤去という選択もありえたが，戦争引揚者という特

殊な事情がそれを許さなかった．このような戦後特有の

事情が，改修事業の推進をより難しくしたことが伺える． 

 

(2) 地元からの反発への対応 

以上の川幅拡幅に対する地元の反発に対して，建設省

及び熊本県が早急な対応に迫られたことを当時の議事録

から読み取ることができる． 

 改修事業が困難に直面する中，これまで計画案を策定

してきた建設省九州地方建設局は計画作成の担当を本省

へと移すことを決定した．昭和 28年 12月「白川改修計

画書」策定後の 1954(昭和 29)年 4月 20日に「白川改修計

画引渡会議」が本省にて開催され，この中で建設省本省

と九州地方建設局，そして熊本県の間で対応策が議論さ

れた．  

 

図-5 熊本市人口・世帯数推移32) 
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会の冒頭での「地元の反対が，相当強い」との発言の

あと，対策として「川幅は技術的に出来得る限り狭くと

る様にすべき」と事業規模を最小化を求める意見が出さ

れた33)．熊本県は早期に計画決定して強引にでも事業を

推進していくことを求めたが，建設省はあくまで地元の

合意があっての事業との見解を示し，そしてこの合意を

得るためには事業規模の縮小が必須であり「川巾を小さ

くするためには，流量を減すより他はない」との認識が

共有された34)． 

 また当時の単年度予算制度では工費が高くなるとそれ

だけ事業が長期化してしまい事業の実現が難しくなる．

そのため「工費が高く，10年以上もかかるのは困る」と

の工費の削減と事業期間の短縮に対する意見があり，こ

れに対して本省の山本三郎課長から「費用を減す為には，

流量を小さくする以外にない」「100年洪水を 50年位に

するという方法をとる以外にない」と，確率を指標とし

て用いることで計画対象流量を下げるアイディアが提案

された35．ここに確率主義の萌芽を見ることができる． 

尚，本会議において事業費が膨大となる放水路案をあ

きらめ河道拡張によって改修を実施すること，そして当

初案として挙がっていた砂防ダム建設案を適切なダムサ

イトの不在を理由に見送ることが決定された． 

 

6. 確率主義構築への課題とパースペクティブ 

 

(1) 河川審議会での議論 

 昭和 29 年 9 月「白川河川計画書」の完成を受けて，

1954(昭和 29)年 11 月 29 日に白川改修計画を決定する河

川審議会第二回総会（以下，総会）が開催された．第二

回総会では白川改修計画で導入された確率主義に議論が

集中し，その議論は全国での本格的な確率主義導入に向

けたものへと発展した． 

 第二回総会の出席者は，堀切善次郎（会長），安芸皎

一，谷口三郎，金森誠之などの学識経験者，行政側から

は経済審議庁，農林省，林野庁，通産省，建設省の担当

者がそして熊本県からは熊本県桜井知事，熊本県土木部

長らが出席した．建設省からは米田正文河川局長，兼重

計画課長，山本三郎治水課長，伊藤剛九州地方建設局長

らが出席した36)． 

 

(2) 超過洪水を前提とした治水計画 

 米田局長から計画の概要説明のあと，兼重課長から計

画の詳細について説明があった．この中で兼重課長は本

計画での計画対象流量設定の考え方について，今回の洪

水が「発生頻度は少いものと考えられ」，「これを全国

的な基準と照合しまして，まず大体 80 年に 1 回の水を

計画の対象」としたと説明があった37)．この説明に対し

て委員からは年超過確率 80 年とする計画対象流量に対

して質問が集中し，これまでの既往最大主義を主軸とし

ない設定手法に対する不安が述べれた．辰馬部会長は

「非常によいこと」と前置きしながらも，その不安につ

いて次のように述べた． 

 

 現実に起った高水流量なるものが確率の方からみて計

画高水流量として妥当でないとしても，現実を無視して

計画を樹て得るものだろうか．かりに地方としても現実

に起った洪水を防げないような計画なら，不安で仕方な

い．これを押切ってそういう統計的な計算を基にして計

画を樹てこれを納得させることが出来るかどうか．現実

に起った，それが何百年であろうとも，少くとも地方民

としては，この水を治めて貰いたい，この水が防げない

ような計画なら，して貰いたくないというのが実情であ

ろう．（中略） それを経済面その他において妥当だとは

押切って行けないのではないかと考える次第であります．

この白川につきましても先程，河川局長から説明があり

ました様に今度のような洪水は一応治めるという計画で

すがこの説明では，それは当面の対象となっているので

はなくて，そういう今回の流量を余裕高で治めるという

様な保証は，これを読んでみて判ることは判るが，それ

はあまりうたっていないんです．それでそういう点をは

っきりして，そういう具合に持って行けば，それはやは

り今回の水を抑えているということになる訳で，それを

流量を一寸私変えたりなんかすると，よほどの説明がな

いと，私の申上げる様な不安が起こって来るのではない

か，こういう様な感じです．38) 

 

 今回の白川のように計画対象流量を既往最大流量より

低く設定すると，当然，既往最大規模の洪水が来れば氾

濫が発生することになる．治水が洪水の防御を目的とす

るにもかかわらず今後想定される洪水を目標として設定

しないとすれば，果たして地元住民は納得するかどうか．

これに対して計画策定を担当した金森委員は次のように

回答した． 

 

 今迄の流量の決め方は，既往洪水のうちでも一番大き

いんだということになっていますから，何の疑問もなし

に，その儘通って来たのですが，この計画の様な場合の

処置については今説明があった通りでございましょうが，

大きい河の今迄の計画では既往最大高水よりも小さい計

画高水流量をとったのは，この白川の場合が始めてなの

ではないでしょうか．つまり計画流量が既往の最大より

も下廻る様な場合には合せて大きいものに対する何らか

の処置を予め確保しておいたならば地元としても一応諒

承出来るのではないか．こういう問題は絶えず今後とも

起って来る河川計画の根本的な問題ですから技術上の

種々な難しい問題でありましょうから，技術部会として

- 247 -



 

 8 

も一応は河川の流量の決め方はこういう方針にするんだ

ということでもって，先程も私が申上げた様に，もし既

往最大よりも計画が大きい場合は結構ですが，小さい場

合はどういうふうにするかという根本方針を考慮してお

かないと絶えずこういう問題が起って来ますから，一応

技術部会の方にかける前にこの審議会のこの総会で一応

その根本方針をきめておいてはどうか．39) 

 

 既往最大より小さい計画対象流量を設定するのは白川

が初めてであることを述べ，想定以上の洪水の発生に対

して予め対策を考慮することで地域住民の理解を得るこ

とを強調した．昭和 29 年白川改修計画での計画対象流

量が，想定以上の洪水への対応，つまり超過洪水対策を

前提として設定されていたことが明確に述べられている． 

 

(3) 確率主義構築へのパースペクティブ 

総会での議論は，今後の全国での確率主義導入に向け

たものへと発展した．兼重課長は，計画対象流量につい

て「色々と経済的な考慮もいたしまして，ある巾をもっ

た標準みたいなものに則って決めたいと思っておりま

す」40)と，確率を用いた理由として｢経済的な考慮｣を挙

げ，その考え方に「標準」的な決定方法があることを述

べた．そして米田局長からこの「標準」的な考え方につ

いて次のような方針が述べられた．  

 

 従来わが国の河川基本計画の高水流量というものは既

往実績をもって計画の基本にいたしておりました．例え

ば利根川の如きは 5,000 m3/s という高水流量から始まり

まして10,000 m3/sから17,000 m3/sというふうに出水度毎

に流量の変更をして大きくなって来ております．こうい

うふうに行ってまいりますと既往最大主義をとっており

ます以上年々変更を迫られます．これは基本方針の問題

でありますが，今後の河川計画としては総体において河

川の重要度から見て確率高水を基本にしたいと思ってお

ります．しかし，これは非常に困難なことではございま

す．各河川の現在の計画流量はこれを全国的に並べてみ

ますと，実にまちまちになつております．その時出た水

で計画をいたしておりますから，大きい川でありながら

比較的小さい高水流量をとっている或は逆の場合もある，

という様に全国の川の高水流量を並べてみますと，そこ

に何等一貫した関連性をもっておりません．41) 

 

 米田は当時の計画対象流量の設定方法が既往最大主義

にとらわれていることで，出水ごとに計画変更を余儀な

くされていること，そして河川の重要度を考慮せずに決

定され全国の安全度がまちまちになっていることの二点

を問題として指摘し，「吾々としては，日本全国の川を

ある関係をもった高水流量にいたしたい．その全河川に

ついて一つの基準を作っておきたい」と「基準」の必要

性を強調した．そして，その「基準」の考え方について

次のように述べた． 

 

 何故 100 年がいいかという問題は，これは経済的な基

礎調査により決されるべき問題でありまして，残念乍ら，

今正確なデータをもって御説明する程，詳しいデータは

ございません．吾々としては今その資料を作る努力をし

ております．今一応の基本として 100 年程度のものをと

り次のランクのものは大体 80 年程度のものを見ていると

いうような措置をいたしております．然しこの考え方は

正確な従来の資料があって始めて言えることでございま

すが，今日の状態ではその資料不足でありまして充分な

御説明ができない状態であります．42) 

 

 米田は計画規模について，資料不足から正確な設定は

出来ないが，利根川，淀川などの大河川では 100 年，白

川を含めたそれ以外の河川は 80 年程度が適切と考えて

いた．そして，今後資料が充実してくれば，各河川の適

切な計画規模を設定できると期待した．しかし「確率の

流量をとるけれども，しかも一面実績の流量というもの

も考慮にいれなければいけないという二つの面」がある

と，既往最大洪水についても考慮しなくてはならないと

の考えを述べ，白川については「80年高水をとつてかつ

3,100m3/s という今度の実績も一面考えているのでありま

す」と，余裕高いっぱいで流下させることで既往最大洪

水へも対応していることを強調した．ここに，現在の確

率主義における計画規模の決定指標である「河川の重要

度」，「既往洪水」の二つが登場する． 

 尚，第二回総会は桜井熊本県知事より「是非とも一日

も早くこの計画を決定していただきたいという熱烈な要

望をもっている」との発言とともに一旦審議会は閉会さ

れ，同年 12月 10日の技術部会での審議を経て，同年 12

月 17 日の河川審議会第三回総会において満場一致で了

承され白川改修計画が建設大臣へと答申された． 

 

7. 昭和29年白川改修計画での確率主義 

 

(1) 白川改修計画での確率主義導入の思想 

 以上の経緯にみるように，白川改修計画の計画対象流

量は計画案の策定ごとに低減され，それに伴い事業費の

削減にも成功した（表-2）．白川改修計画でここまで徹

底した計画対象流量の削減を行ったのは，大規模な計画

対象流量を設定することによる事業規模の増大と事業の

長期化によって治水事業が実現しないことを避けたため

であった．つまり，昭和 29 年白川改修計画での確率主

義導入の思想は社会的・経済的実情に見合った治水事業

を計画すること，言い換えれば事業の実現性を確保する
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ことであったといえよう． 

 

(2) 白川改修計画での確率主義の構造 

 昭和 29 年白川改修計画に至るまでの計画対象流量の

設定構造を整理すると図-6 のようになる．まず洪水痕跡

と雨量から既往最大洪水（昭和 28 年洪水）を推定し，

これに対して土砂含有量，年超過確率による評価を行う．

この評価と事業の実現可能性を比較した上で計画対象流

量を決定した．ここでいう実現可能性は，次の 3つの可

能性の検討から導き出された．それは①技術的可能性，

②流域特性としての可能性，③社会的可能性である． 

①技術的可能性とは，当初のコンクリート河床案や放

水路案，土砂の抑制にみるような治水技術としての可能

性である．次に，②流域特性としての可能性とは，ダム

貯水池に適した地形や計画的氾濫が可能な土地の有無や

市街化の進捗，ヨナを含んだ洪水流などの，白川が元来

持つ流域の特徴からみた可能性である．最後，③社会的

可能性とは，川幅拡張反対運動への対応にみた，事業に

対して地元住民が納得できるかという社会的合意形成の

可能性である．これらの 3つの可能性は決して独立して

成立するものではなく，相互に影響しあうものであった．

例えば，放水路案が却下されたのは土地利用の高度化が

理由であり，技術的可能性は流域特性によって制限され

た．また，これらの他に経済的可能性が挙げられるが，

事業の予算規模は採られる技術と流域特性（工事の難し

さや土地収用の量）によって決定されたものであり，こ

こに挙げた 3つの可能性から導き出される二次的な要因

であると考える．今回得られた資料の中では，予算規模

の閾値について具体的な記述は見られず，安ければ安い

方が良い，といった漠然とした技術者の意識しか読み取

れない．つまり，現在の経済効果算出に必要な「便益」

という概念がなく，また，何れの可能性も流域内で完結

して決定されており，現在の重要度に代表される「全国

的なバランス」といった俯瞰的な概念も明確には存在し

ない． 

 また，白川改修計画に見られる確率主義のもう一つ特

徴は，事業の実現可能性を強く意識すると同時に，一定

以上の洪水氾濫を前提にしていたという点である．事業

の実現実現性を考慮して既往最大流量より低い計画対象

流量を設定することは，いずれそれと同規模，またはそ

れ以上の氾濫が発生することを意味している．そのため，

白川改修計画では，①計画的な氾濫を考慮して上流の堤

防を低くする，②特殊堤を用いる，③既往最大流量を考

慮した余裕高を設定するという超過洪水対策がとられた． 

 

8. まとめ 

 

本研究では，基本高水の設定手法である確率主義が導

入される過程と導入当時の設定手法を，日本で最初に確

率主義を採用した昭和29年白川改修計画を対象に明らか

にした． 

昭和28年西日本水害による既往最大洪水の発生を受け

て策定された最初の治水計画では既往最大主義にもとづ

いて計画対象流量が設定されたが，ダムポケットの不在，

河道拡幅への住民反対運動の勃発という，技術的，社会

的状況から既往最大洪水を採用することが不可能となっ

たため，事業の実現可能性と照らし合わせ妥当な計画対

象流量を設定するために確率主義が導入された． 

その際，超過洪水を前提として①計画的な氾濫を考慮

して上流の堤防を低くする，②特殊堤を用いる，③既往

最大流量を天端一杯で流せるように堤防高を設定すると

いう対策がとられていたことが明らかとなった． 
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